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「団塊の世代」の名付け親である堺屋太一氏の著書
「団塊の世代」を紹介する。氏は1947（昭和22）年～
1949（昭和24）年に生まれた年間出生数が最も多いこ
の人口の塊を「団塊の世代」と名付けた。30年前の
1976年に「予測小説」として初めて発行されたものが、
2005年に同名にて新版として発行された。しかし、そ
の内容はほとんど変わらないという。

構成は、「新版に寄せて」に次いで、1980年～2000
年を舞台にした 1 話完結の 4 話から成る。17頁にも渡
る新版に寄せては、団塊の世代を社会情勢の変化とと
もに分かりやすく説明しており、団塊の世代とは何者
達かをつかむことができ、4 話の小説へと引き込んで
いる。氏は団塊の世代に共通する経験と性格を「①戦
争とモノ不足を知らない最初の日本人②人生の最初か
ら経済高度成長の中に育っている③生まれながらにし
てテレビがある」と表現している。これだけでも「あっ、
何かちょっと違う」と直感し、同時にジェネレーショ
ンギャップをも感じるのではないだろうか。4 話の登
場人物の年代や背景は異なるが、ともに団塊の世代で
あり、共通する体験と性格をもとに、現代社会の「2007
年問題」「2025年問題」に繋がっている。

「団塊の世代」は、良くも悪くも日本の社会全体に
大きな影響を与えている。もはや複雑多様化した価値
観を生み出した「団塊の世代」の理解なしに、福祉は
語れないと表現しても過言ではないだろうか。

（佐野短期大学　新井　文子）
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『司法福祉関連の勉強会のお知らせ』

医療観察法成立に関わり、海外、国内の司法福祉に
詳しい三澤孝夫先生をお招きし、医療観察（法）制度
ついて学び、続けて刑務所の司法福祉について稲田会
員から報告を受けます。
《日　時》　平成30年 3 月 3 日（土）13：00～17：00
《場　所》　とちぎ福祉プラザ　201会議室

（住所：宇都宮市若草 1 －10－ 6 ）
《対象者》　栃木県社会福祉士会会員ならびに研修テー

マに興味関心のある方
《定　員》　30名
《参加費》　学生無料／6団体会員500円／非会員1,000円

※おつりのないようにご準備頂きますよう
お願いいたします。

《主　催》　栃木県社会福祉士会　生涯研修センター
《日　程》　13：00～　受付

13：30～　講義「医療観察（法）制度の
　　　　現状と課題」
講師：国際医療福祉大学

三澤　孝夫　氏
15：10～「刑務所内における福祉的支援

　　　　について」
報告者：栃木刑務所　稲田　由紀子

17：00～　懇親会（自由参加）
※旧生涯研修制度「共通研修課程 3 単位」

が取得できます。
※新生涯研修制度「認定要件区分（3）の

①社会福祉士会が行う研修で認定
社会福祉士制度の認証を受けていない
研修」の 3 時間になります。

《申込み》　一般社団法人 栃木県社会福祉士会までお
問い合わせください。
※平成30年 2 月28日（水）締切
※定員になり次第、締め切りとなります。
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県北ブロック、広報委員会、地域包括ケアシステム委員会、生涯研修センター（委員会）
＊社会福祉士の皆さま、日頃の実践の質を高めるため、福祉士同士
　の輪をつくるため、是非会活動に参加しましょう。
　福祉士以外の方におかれましては、ブロック会等で研修会等を
　企画しております。是非ご参加ください。
　お問い合わせは、栃木県社会福祉士会までお願いします。

栃木県社会福祉士会のブロック会・委員会・PT（プロジェクトチーム）の活動を紹介する掲示板です。

福祉士会通信福祉士会通信福祉士会通信福祉士会通信

＊社会福祉士の皆さま、日頃の実践の質を高めるため、福祉士同士
　の輪をつくるため、是非会活動に参加しましょう。福祉士以外
　の方におかれましては、ブロック会等で研修会等を企画してお
　ります。是非ご参加ください。
　お問い合わせは、栃木県社会福祉士会までお願いします。

生涯研修センター、 県北ブロック、 広報委員会、 地域包括ケアシステム委員会、
権利擁護委員会、 社会福祉評価委員会、 調査研究委員会

生涯研修センター　　　　　　　　　　松永　千惠子
平成29年度も基礎研修Ⅲの修了者が出ました！
生涯研修センターでは、基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲおよび

任意の研修の開催を担当しています。平成29年度は、基
礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのすべてを開催し、基礎研修Ⅲの修
了者12名がでました。写真は、12月 3 日（日）、基礎研
修Ⅲの最後の講義を終えた受講生とスタッフです。

基礎研修は、多くの事前課題事後課題の提出に加
え、集中講義にも参加しなければなりません。基礎研
修Ⅰは 2 日間、基礎研修Ⅱは 9 日間、そして基礎研修
Ⅲは11日間にも及びます。これらをクリアされ基礎研
修Ⅲ修了となります。仕事を持ちながら基礎研修を受
講するのは大変だと思いますが、研修では、毎回受講
者皆さんのモチベーションの高さに驚かされます。平
成30年度も基礎研修はⅠ、Ⅱ、Ⅲを開催し、また任意
研修も会員の皆様の興味関心のあるテーマで開催する
予定です。栃木県社会福祉士会の研修には、是非、ご
参加ください。

県北ブロック　　　　　　　　　　　　　上新　達也
県北ブロックでは、去る11月22日、少し早めの忘年

会を兼ね研修会を開催しました。遠くは東京から県北
以外の方も含め約30名の参加がありました。

自己紹介の後、国際医療福祉大学の大石先生のコー
ディネートで、「社会福祉士のアイデンティティーを

語ろう」をテーマに、グループに分かれて意見交換を
行いました。お酒も入り、どのグループも活発な意見
交換がなされ、会場は大変盛り上がりました。

例年県北ブロックでは夏に研修会を行い、終了後に
懇親会を兼ねて BBQ をするのが恒例ですが、今年は
希望する研修内容と講師の都合が合わず、結果忘年会
との抱き合わせになりました。

来年度も、自己研鑽と仲間作り為の研修会を行って
参りたいと思います。

広報委員会　　　　　　　　　　　　　　　長　秀紀
昨年11月と今年 1 月に委員会を開催し、広報誌の内

容の検討し確認を行いました。今回は地域をテーマに
しました。それぞれの地域に根差した取り組みについ
て取り挙げさせていただきました。皆様の実践の参考
になればと思います。また、ホームページも各委員会
でそれぞれ更新できるようになっています。研修会や
委員会活動報告、求人の情報がアップされますので
チェックしていただければと思います。

地域包括ケアシステム委員会　　　　　　立川　正史
地域包括ケアシステム委員会は設立から 2 年経ちま

した。この間、委員は徐々に増え現在は12名ほどです。
活動内容としては、社会福祉士が地域包括ケアシステ
ムの推進にどのように関わることができるのか、委員
相互で学習を深めることからスタートしました。また、
包括に勤務する社会福祉士への研修等も定期的に実施
してきました。職能団体として、地域包括ケアシステ
ムの推進に如何に関与すべきか、いまだ明確な答えは
出ていませんが、この 2 年間の活動で委員自身は確か
に成長してきた実感はあります。社会福祉士自身の思
いとは関係なく、地域包括ケアシステムの構築は今後
も待ったなしで進んでいくと思われます。

来年度以降は、現在の活動をベースとしつつも更な
る成長が続けられるよう、看護協会や医師会等、他職
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種他分野との連携を積極的に模索していきたいと思い
ます。

権利擁護委員会　　　　　　　　　　　　高田　美保
権利擁護委員会では、栃木県弁護士会と共同して栃

木県虐待対応センターを設置しています。契約してい
る市町・地域包括支援センターを受託する法人から依
頼を受け、訪問し、会議に出席するなどして、虐待対
応に関するアドバイスを行っています。

常に悩みながら対応している現場の方々の力になれ
るよう、メンバーは、委員会や研修などを通じてソー
シャルワーク力をアップさせる努力をしています。

みんなでたくさん話して笑って、人の権利を考え続
けている委員会です。

社会福祉評価委員会　　　　　　　　　　篠﨑　文男
現在の社会福祉評価委員会の活動は、第三者評価と

外部評価の 2 つを行っています。
第三者評価は、障害者施設や児童養護施設、保育所

などを 3 ～ 4 名の評価調査員で評価します。
外部評価は、地域密着型のグループホームを 2 名の

評価調査員で評価します。
評価を通して事業者のサービスの質の向上やサービ

ス利用者に情報を提供するなどの支援を目的としてい
ます。

来年度から新たに 4 名の評価調査員が加わります。
今後も評価調査員を募集していますので、評価活動に
興味のある方は、共同事務所（篠﨑）までご連絡下さい。

調査研究委員会　　　　　　　　　　　　大石　剛史
調査研究委員会では、平成28年度から継続して、栃

木県の高齢者の生活困窮の状況について調査研究を
行っています。計画では、8 月には報告書として皆さ
んのお手元に届ける予定でしたが、作業が遅れており、
大変申し訳ございません。今年度中には完成させたい
と思っておりますので、今しばらくお待ちいただけれ
ばと思います。

研究で見えてきたことは、高齢者の生活困窮状況に
対応するための社会福祉士の役割と、地域社会の中に、
様々な社会資源を開発していかなければならないとい
うことです。我々の役割は大きいことを改めて実感し
ます。詳しくは、ぜひ報告書をご覧になっていただけ
ればと思います。

栃木県医療社会事業協会、 栃木県介護福祉士会、 栃木県ホームヘルパー協議会、
栃木県精神保健福祉士会

栃木県医療社会事業協会

栃木県医療社会事業協会、栃木県精神保健福祉士会

栃木県医療社会事業協会、一般社団法人栃木県介護福祉士会

栃木県医療社会事業協会　髙橋　史創（総務兼事務局）
〈今年度実施した研修・事業等〉

・5月27日に総会、学会を開催。学会の記念講演では、
「NPO 法人とちぎユースサポーターズネットワー
ク」の代表理事岩井氏より、ボランティアコーディ
ネーションから学ぶソーシャルワークについて講
話をいただいた。

・12月 2 日に新入会員向けにフレッシュ研修として
「ソーシャルワーカーの業務について」「セルフメ

ンテナンスについて」「対人援助に必要な面接技
術」について講義・演習を行った。また、既会員
を交えて、名刺交換会による仲間作りと先輩ワー
カーとの交流の機会を提供した。

〈次年度予定する研修・事業等〉
・平成30年 5 月19日（土）に福祉プラザにて平成30

年度定期総会・学会を開催予定。また、次年度は
初任者研修を開催予定。

〈新しい取り組み等〉



栃木県社会福祉士会会報　49号

− 8−

・10月29日、11月26日と 2 日間にわたり、実務経験
概ね 5 年以上の者を対象とした中堅研修を開催し
た。協会員のみでなく、非会員の県内の病院、老
健施設職員などの参加もあった。当協会としては
10年以上ぶりの開催であり、中堅クラスの MSW
のスキルアップに加え、初任者研修時の講師群の
育成を目的として企画した研修である。日本医療
社会福祉協会の講師派遣制度を利用し研修を行っ
た。

〈入会について〉
・H29年12月末現在で129名の会員が所属。県内外

の病院、介護老人保健施設、地域包括支援セン
ター、行政機関などの会員が所属している。

〈メッセージ〉
当協会は、県北・県央・県南の 3 つの地域に分か

れたブロック活動が基盤となり活動しています。今
年度は各ブロックそれぞれがブロック活動の充実に
力を注いできました。会員は様々な機関に所属して
おり、小地域での顔の見える関係をつくり、ネット
ワークの構築を図っています。社会福祉士会の皆様
方とも連携をさせていただきながら、協会活動を進
めてまいりたいと思いますので、宜しくお願い致し
ます。

栃木県精神保健福祉士会　　　　　　会長　稲見　聡
〈今年度実施した研修・事業等〉

・H29／ 6 ／11平成29年度第 1 回研修会「精神保健
福祉士のメンタルヘルス−PSWの燃えつき防止−」

・11／18栃木県精神衛生協会との共催研修「成人の
発達障害～生きづらさをかかえる人々にどう対応
するか～」

・12／10日本精神保健福祉士協会基幹研修Ⅰ
・12／17KTU（複数事業所連携事業）の精神障が

い者支援セミナーへの協力「地域移行について」
・H30／ 3 ／10会員による実践報告会開催予定

〈次年度予定する研修・事業等〉
・H30／ 6 ／10平成30年度第 1 回研修会
・ 8 ／26日本精神保健福祉士協会基幹研修Ⅰ
・11月栃木県精神衛生協会との共催研修
・H31／ 1 会員による実践報告会
・時期未定 KTU（複数事業所連携事業）の精神障

がい者支援セミナーへの協力
〈新しい取り組み等〉

・日本精神保健福祉士協会と災害支援協定の締結
〈入会について〉

入会金なし、年会費5,000円。
条件：公益社団法人日本精神保健福祉士協会の構成

員であること（入会金5,000円、年会費15,000円※
若年かつ経験の浅い精神保健福祉士の会費減額対象
者は10,000円（入会金5,000円、年会費5,000円））

平成29年11月末現在、社会福祉振興・試験センター
統計において、栃木県の精神保健福祉士の資格登録
数は1,005人ですが、当会入会者数は100名程度と約
1 割程度となっております。より多くの資格者に入
会していただけるような魅力ある職能団体を目指し
て、様々な活動に取り組んでいく所存です。
・H29年12月末現在で129名の会員が所属。県内外

の病院、介護老人保健施設、地域包括支援セン
ター、行政機関などの会員が所属している。

〈メッセージ〉
精神保健福祉士はまだまだ社会的な知名度が低い

専門職だと感じています。その反面、働く場は精神
科病院や障害福祉サービス事業所のみならず、今や
行政、教育機関、司法関係機関、児童福祉関係など
急速に拡大しており、その果たすべき役割も多岐に
わたるようになりました。そのような中で、精神保
健福祉士としてのアイデンティティを見失うことな
く、多職種の皆さま方と協働できる専門職の育成に
も力を入れていきたいと考えております。

6 団体の皆さまと協力しながら、互いの強みを活
かしつつ、社会貢献を果たしていきたいと思います
ので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

編　集　後　記
地域といえば、全国高校サッカー大会では、隣の県
の前橋育英が優勝しました。また、栃木県の矢板中央
も 4強になりました。福祉・看護・医療の分野でも
地域包括、地域拠点、地域密着、地域医療など地域を
ベースとした取り組みがなされています。地域に愛着
を持ち、皆が支え合い、たたえ合い、盛り上げていけ
る、そんな視点が大事だと、若者の活躍をみて感じま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長）

【会報についてのご意見を募集します！】
取り上げて欲しい内容や会報の感想をお寄せくだ

さい。
ご意見は、「会報の意見」とタイトルをつけて、

事務局 FAX（028−600−1730) まで送りください。
差し支えなければ氏名、連絡先をご記入ください。
匿名でも結構です。

皆さまの貴重なご意見を会報作りの参考にさせて
いただきます。


